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は じ め に 

今回、弁理士の防災マニュアルを発行する運びとなりました。 

本マニュアル発行の理念 

（１）前回発行のマニュアルから１２年間の状況の変化に応じた必要な対策部分に絞った。 

（２）災害発生時でも直感で理解しやすいように、箇条書き及び図を多くし、文章を少な

くして、ダウンロード可能とした。 

本マニュアル発行の経緯 

（１）平成１８年度・平成１９年度の防災会議委員によって作成した。 

（２）平成１８年度・平成１９年度に全９支部にて開催した防災サミットで得られた会員

の意見を反映した。 

本マニュアル発行の主眼 

（１）弁理士として優先順位の高いもの 
「弁理士の業務責任」という点に絞って、優先度の高いものを取り上げた。 
開業弁理士（特許事務所）及び勤務弁理士の防災対策を主眼としている。 

（２）地震対策を主眼 
地震対策を主眼としている。火災等の他の対策も地震対策を応用できるから。 

（３）震度被害を１～２段階落とす 
 地震被害を震度「０」のレベルまで落とす対策は高額になるが、１～２段階落とす対策

なら容易で安価ある。 
（４）安価な対策 
防災対策は実行されてこそ意味がある。安価な対策であれば、容易に実行できる。 

本マニュアルの着眼点 
このマニュアルでは、下記の２点に着眼して防災対策情報を整理した。 

（１）最近の実例からの教訓 
阪神淡路大震災（兵庫県南部地震）後の新潟中越地震、九州西方沖地震、その他の数々

の地震から、いくつかの貴重な教訓が得られており、これに着眼した。 
（２）最近の弁理士を取り巻く環境変化 
弁理士を取り巻く環境は、阪神淡路大震災後に以下の点で大きく変化している。 
（ａ）電子メールの普及 
（ｂ）ＯＡ機器の進歩・低価格化 
（ｃ）携帯電話・携帯メールの普及 

この実情を踏まえて、このマニュアルを作成した。 
今後の注意 
今回のマニュアルは２００８年における状況・技術を踏まえており、年月が経過すると、

防災関連の法律・規則の改正等の状況変化、改良された防災用品・ＯＡ機器等の技術進歩

がありますので、インターネット等で最新の情報を入手してください。 
先進国には期限猶予の種々の規定があります。期限途過で全く回復不能になるものが審

査請求手続です。延長規定の法改正の論議を期待したいところです。 
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２．過去の地震での特許事務所の被災写真 
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３．【ハード面の対策】－「災害発生時」の対応（電子フォーラム参照） 
多々あるが、下記の５点がまず優先される 
①職場勤務者の安否確認 
②被災状況の写真撮影 
③弁理士会（本会・支部）への連絡 
④期限間近手続のチェックと期限延長 
⑤取引先（顧客等）への連絡、対応 
災害発生という非日常では、この①～⑤をまず思い出して即座に行動すること 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
①職場勤務者の安否確認 
（優先されるべき理由） 
職場の人命と安全が全てに優先 まずは安否確認を 
（対策のポイント） 
メール（携帯メール）や、災害用伝言ダイヤル（１７１－職場・弁理士会の番号）で 
電話・携帯電話・ＦＡＸは災害時に非常に通じにくく、情報収集に時間がかかる 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
②被災状況の写真撮影 
（優先されるべき理由） 
特許庁への期限延長申請、災害支援を受ける際に「罹災証明」で必要 
（対策のポイント） 
日付入りがよい 
復旧ばかりに意識が集中し、忘れがちであるので、注意が肝心 
携帯電話のカメラ機能、デジタルカメラ等が便利 (→前掲の被災写真) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
③弁理士会（本会・支部）への連絡 
（優先されるべき理由） 
期限延長要望・書類発送停止要望・国家試験などの支援を受ける際に必要 
（対策のポイント） 
無事でも自分から連絡を→連絡先：bousai@jpaa.or.jp(弁理士会の防災用メールアドレス） 
メールで連絡を(→後掲「メールで安否確認を行なう理由」「本会・支部への連絡要領」) 
メールの件名欄に無事・被災の別、会員番号、氏名、都区市・県市を入力 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
④期限間近手続のチェックと期限延長 
（優先されるべき理由） 
取引先（顧客等）の大事な知的財産権を預かる弁理士として最低限の職責 
（対策のポイント） 
期限延長が可能と不可能な手続の把握(→後掲「期限猶予フロー」) 
期限延長を求める上申書などの手続 (→後掲「期限猶予の上申書」他) 
 （→ファクシミリによる提出、緊急時「緊急避難用入出力」、期限延長を認める通知書） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
⑤取引先（顧客等）への連絡、対応 
（優先されるべき理由） 
連絡を怠ったため、業務遂行可能なのに仕事の依頼が来ないということになりかねない 
業務遂行不能なのに依頼を受けて不測の損害を生じさせない 
（対策のポイント） 
被災で業務に支障が出た場合には取引先（顧客等）に連絡 
業務の支障が解消したら取引先（顧客等）に連絡 
災害発生時でも業務遂行可能なことを取引先（顧客等）に連絡 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
４．【ハード面の対策】－「平静時」(＊)の対策（電子フォーラム参照） 
多々あるが、下記の５点がまず優先される 
 ①職場勤務者の生命を守る 
 ②業務に必要なＯＡ機器を守る 
 ③重要書類のバックアップ・機密管理 
 ④防災マニュアルの作成 
 ⑤メールアドレスを弁理士会に登録する 
(＊)「平生時」ではなく、災害時に直感的に分かりやすい「平静時」を使いました 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
平静時の防災対策の意義 
平静時の対策をしている職場（特許事務所）と、何の対策もしていない職場では、被災後

の復旧に大きな差が出る（下記のグラフ参照） 

 



 
- 8 - 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
①職場勤務者の生命を守る 
（ａ）本棚転倒防止 
（ｂ）窓ガラス、棚のガラス戸、蛍光灯の飛散防止 
地震発生時の死亡・怪我は、上記２点を改善するだけでかなり減少する 
以下の例は安価にできる対策なので、ぜひ取り組を 
前掲の特許事務所の被災写真を参照すると、まず本棚の転倒防止が第一優先といえる 
次にガラス対策を 
（ｃ）緊急地震速報・緊急警報放送 
地震波が到達する数秒～数条秒前に報知してくれるので、怪我をしない事前の準備可能 
緊急地震速報配信サービスは有料 事前契約必要 
ＮＨＫラジオ放送を職場に流しておくと、地震発生時には緊急警報放送（ピロピロ音）を

聞いて、怪我をしないような準備をできることあり ただし地震波到達前に聞くことがで

きるとはかぎらない 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（ａ）本棚転倒防止 
（考え方） 
①建物（特に高層ビル）は、薄い方に揺れやすい 
 ⇒ ビルの揺れやすい方向と、本棚の倒れやすい方向を交差させる 
②天井と隙間があると、倒れやすい 
 ⇒ 天井との隙間にモノを入れる（天井に接触させる） 
③本棚は、薄い方に倒れやすい 
 ⇒ 薄い方への揺れを防止する器具を設置する 
④本棚は、薄いから倒れやすい 
 ⇒ 薄い本棚を重ねて／束ねて、見かけ上で厚くする 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



 
- 9 - 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その１） 
①建物（特に高層ビル）は、薄い方に揺れやすい 
 ⇒ ビルの揺れやすい方向と、本棚の倒れやすい方向を交差させる 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その２） 
②天井と隙間があると、倒れやすい 
 ⇒ 天井との隙間にモノを入れる（天井に接触させる） 
   ボール箱下面と本棚上面との面ファスナ・接着テープ面で固定する 
   ボール箱には何も入れないか、布製品等軽量物にとどめる 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その３） 
②天井と隙間があると、倒れやすい 
 ⇒ 天井との隙間にモノを入れる（天井に接触させる） 
   脚が一本ではなく複数本の方が効果は高いが高価となる 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その４） 
③本棚は、薄い方に倒れやすい 
 ⇒ 薄い方への揺れを防止する器具を設置する 
   取付けに手間がかかるが、天井が高いときに有効 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その５） 
④本棚は、薄いから倒れやすい 
 ⇒ 薄い本棚を重ねて厚くする 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止－６） 
④本棚は、薄いから倒れやすい 
 ⇒ 薄い本棚を連結させて、見かけ上で厚くする 
   連結棒は軽量樹脂製を使う 重い金属製は避ける 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 



 
- 15 - 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（転倒防止対策－その７） 
正方形柱状のオフィス用品との組み合わせの例 
部屋の角に置いて、本棚で挟み込む 

 
 
上記（考え方）①②③④の基本を踏まえれば、転倒防止対策は上記以外に多々考えられる 
職場の状況に応じて工夫を 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（ｂ）窓ガラス、棚のガラス戸、蛍光灯の飛散防止 
地震時に怪我をしないようにするには、割れたガラスの飛散などを防止することが大切 
ガラスにフィルムを貼り付ける、網入りガラスを使用する、この両方を施すなどが有効 
蛍光灯のガラス飛散は阪神淡路大震災では見られたが、近年の地震では見られなくなりつ

つあり しかし、火災では飛散しますので対策が必要 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
②業務に必要なＯＡ機器を守る 
（ａ）パソコン（含むディスプレイ）の落下転倒防止 
ＯＡ機器を守れば業務回復は早い 

  
（ｂ）ＡＰＳ・発電機器の用意 
 停電でもＯＡ機器さえ起動できれば、業務は継続可能 
 パソコンを起動中に突然停電になるとパソコン故障の原因になりデータが破壊 
（ｃ）ノートパソコンを増やす 
 ノートパソコンは停電でも数時間動く 
 落下などのショック対策完備のものもあり 
 緊急時に所持して避難可能 
 使わないときにはノートパソコンを閉じる癖を 
  ∵液晶画面、キーボード部分はショックに弱い 
 ＵＳＢ端子からの電源分配も可能 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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③重要書類のバックアップ・機密管理 
職場が被災してデータが消失したら、バックアップしていないと業務復旧は不可能 
バックアップデータさえあれば、別場所で業務迅速再開が可能 

（ａ）所定期間ごとに重要書類のバックアップ(ＣＤ・ＭＯ・その他の媒体) 
バックアップは一定期間（数日～１か月）ごとに実行し、離れた個所（自宅、貸金

庫、バックアップ業者サーバ等）で厳重保管 
（ｂ）賃貸借契約書・権利書・人事関係書類の写し 
   出願等の手続等の業務データ、期限管理等の管理データ、帳簿等の会計データ 
（ｃ）機密管理→コピーガード・暗号化 
   万が一遺失・盗難にあっても見られない 

個人情報の流出を回避 
弁理士の守秘義務を遵守 
パスワードを数回間違えるとデータを全て消去する機能もあり 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
④職場（特許事務所）での防災マニュアルの作成 
職場・事務所独自の防災マニュアルを作成しておくのがベスト 
これに含まれるコンテンツは、以下のとおり 
（ａ）被災時の安否確認を行うための所員名簿の作成 
 特にメールアドレス（携帯メールも）（ただし、個人情報管理は万全に） 
（ｂ）被災時の緊急避難場所、集合場所の確認 
 面積の広い公園などで迷子とならないよう、避難場所内の集合場所も決めておく 
（ｃ）被災時の連絡方法の確認 
・メール、掲示板の利用⇒災害時でも連絡可能 弁理士会事務局の安否確認容易 
・災害用伝言ダイヤル１７１の利用⇒災害時でも連絡可能 
・携帯電話⇒携帯電話は災害時まず通じない 携帯メールは通じる 
・ＡＳＰサービス：携帯電話への伝言サービス⇒事前契約必要 
・ＮＨＫの KinQ.jp：災害発生時の携帯メール一斉配信⇒事前契約必要 
・ＮＨＫの安否確認情報の臨時の書込みホームページ⇒無料 混雑する 
・公衆電話の利用⇒一般電話・携帯電話が通じにくい時でも通じることあり 
 通信手段が混乱する中で、復旧のための人員をどう集めるかは重要なテーマ 
 災害時のメインの連絡方法と、予備の連絡方法を決めておく 
（ｄ）緊急招集の確認 
職場の緊急召集の手法・場所・連絡の明記 
上記【ハード面の対策】－「災害発生時」の対応の①～⑤の担当者の明記 

（ｅ）非常食・水の確保 
 最近は自治体の備蓄が進んだが、職場に少しでもあるとよい 
 非常用袋・ヘルメット・ゴーグル・防塵マスク・軍手・スニーカー等の用意 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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⑤メールアドレスを支部のほか本会にも登録する 
災害時の連絡・安否確認には、ＦＡＸ・電話よりメール（携帯メール）が非常に有効・

即応・迅速・確実・安価 
事務局の返信多数対応が可能 (→後掲「メールで安否確認を行なう理由」) 

（ａ）弁理士登録・届出事項変更届（書面）で届出 
メールアドレス新規の時のほか変更・追加のときも登録を 
弁理士登録・届出事項変更届は電子フォーラムから入手可能 
メールアドレスは一人３つまで登録可能 

（ｂ）支部登録メールアドレスは個人情報保護の面から本会ではそのまま使えず 
（ｃ）本会登録メールアドレスは支部・委員会・その他広く使える 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．【ソフト面の対策】 
①地震が来るかもしれないという心構え 

勤務者・家族への的確な指示と迅速対応 
迅速対応すれば弁理士・所長への信頼・人望出る 

②被災者の心理変化 
最初は気が動転→まず連絡して落ち着かせる 
次に強いストレス発生→連絡が精神的な助けになる 
連絡を取らないで放置→怒り発生 

③隣近所を大事に 
災害は隣近所の助け合いが重要 
事業所も町内会費支払い⇒救援物資は町内会を通じて支給⇒但し事業所より住民優先 

④常に整理整頓を 
被災からの復旧が早い 
被災への対応が早い 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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６．【資料集】 
電子メールで安否確認を行う理由 

①数千人に対する安否確認は電話・ＦＡＸでは物理的に無理だが、１～２名の事務局員の

対応でも数千人に対する安否確認は電子メール（携帯メール）ではそれほど困難はない。 
②連絡が殺到し通信規制が働く災害時の災害地域でも、電子メール通信の伝達の特殊性か

ら、電話・ＦＡＸより格段に通信が容易である。 
③Ａ４一枚ほどの情報は、電子メールにすると通信時間は１秒もかからないが、ＦＡＸに

すると通信時間は１～２分、電話すると通信時間は３～１０分ほどもかかる。 
④ＦＡＸ・電話の通信時間は「送信先人数」に比例して長くなるが、電子メールではその

ようなことがほとんどない。 
⑤電話・ＦＡＸでは「話し中」があるが、電子メールではない。 
⑥７千～１万名余への電話・ＦＡＸによる通信費は数十～数百万円となるが、電子メール

では数十～数百円にしかすぎない。 
⑦本会からの全会員への防災情報以外の重要情報の発信も、届出者には電子メールによっ

て行なうようになってきている。 
本会・支部への連絡要領 

（１）本会・支部への連絡要領 
①本会及び支部にメールアドレス（携帯メールも可）の登録をする。 
登録は書面の弁理士登録・届出事項変更届（電子フォーラムから入手可能）で 
メールアドレスは一人３つまで登録可能 

②災害時には、自分から本会・支部に必ず連絡をする。 
③災害時には、無事でも必ず連絡をする。 
④災害時には、電話・ＦＡＸより通じやすい電子メール（携帯メール）で連絡をする。 
連絡先：bousai@jpaa.or.jp(弁理士会の防災用メールアドレス） 

⑤メールの件名欄に無事・被災の別、会員番号、氏名、都区市・県市を入力する。 
（２）本会・支部からの連絡要領 
①職場勤務者の安否確認を促す。 
②被災状況の写真撮影を促す。 
撮影した写真をもとに、罹災証明を自治体から発行してもらう。 

③弁理士会（本会・支部）への連絡を促す。 
 避難所へ移動したときも本会・支部へ連絡をしてもらう。 
 メールの件名欄に無事・被災の別、会員番号、氏名、都区市・県市を入力する。 
 連絡先：bousai@jpaa.or.jp(弁理士会の防災用メールアドレス） 
④期限間近手続のチェックと期限延長 
期限延長できるものとできないもの（→後掲「期限猶予フロー」）。 
被災時の期限延長手続の書式（→後掲「上申書」）。 

⑤取引先（顧客等）への連絡、対応を促す。 
⑥日本弁理士会の電子フォーラムの「緊急災害ページ」の閲覧を促す。 
⑦場合によって、上記（１）の①②③④⑤もあわせて伝達する。 
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期限猶予フロー 

 
（注意）上記は平成２０年２月時点における法律に基づきます。その後の法改正で取扱が

変わることがあります。災害発生から特定非常災害特別措置法により期限延長が認められ

るまでは数週間要することがあります。 

被災時の期限猶予 

【猶予可能】 
指定期間  
⇒意見書（特５０、１６５） 
⇒答弁書（特１３４①） 
条文に延長規定のあるもの 
⇒拒絶査定審判（特１２１②） 
⇒特許料追納（特１１２の２①） 
⇒商標更新（商２０③、２１①） 

【猶予不可】 
優先期間（特４３①、４３の２①） 
※国際出願についても延長不可 
※国内優先（特４１②）は延長可能 
登録異議申立（商４３の２） 
出願時特例商標出願（商９①） 

【延長不可】 
上記以外の全ての期限 
例：出願審査請求手続等 

優先期間(右上)等 

【猶予可能】 
上記以外の全ての期限 

  特定非常災害 
特別措置法 
適用？ 

手続きの際に、手続きできなかった理由

記載の書面提出（新潟中越では不要） 期限猶予を求める上申書の提出 

エンド 

ｎｏ 
例：九州西方沖地震 

ｙｅｓ 
例：新潟中越地震 
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期限猶予の上申書 
（事件の番号を個別に明記するとき） 

 
【書類名】       上申書 
【整理番号】      ０００－０００ 
【あて先】       特許庁長官殿 
【事件の表示】 
  【出願番号】    特願２０××－○○○○○○ 
【上申をする者】 
  【識別番号】    ０００００００００ 
  【氏名又は名称】  株式会社○○○○○○ 
【代理人】 
  【識別番号】     １０００△△△△△ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】   ……… 
  【電話番号】     ０００－０００－００００ 
  【電子メール】    ……… 
【上申の内容】 
上記事件の代理人弁理士○○の職場・特許事務所は、 ××年××月××日に発生した

○○地方を震源とする地震によって大きな被害をうけ、弁理士業務に大きな支障を生じる

に至りました。つきましては、上記事件に関して手続をすることにつき、猶予いただけれ

ば幸いに存じます。弁理士業務が正常に戻りましたら遅滞なく連絡いたします。 
【提出物件の目録】 
  【物件名】 被災状況を示す写真  １  追って補充する 
  【物件名】 罹災証明書  １  追って補充する 
 
（注意１）その後の規則改正で書式が変わることがあります。 
（注意２）上申の内容は一例です。 
（注意３）特定非常災害特別措置法が適用されている場合には、【上申の内容】の欄に、同

法３条３項の規定による申出、期限延長に係る手続及び申出の理由を記載してください。

この場合、被災状況を示す写真、罹災証明書等の証明書の添付は不要です。 
（注意４）この書式及び（注意３）は平成１８年度前期対庁協議において確認済みです。 
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期限猶予の上申書 
（弁理士の代理全件につき一括して期限猶予を求めるとき） 

 
【書類名】       上申書 
【整理番号】      ０００－０００ 
【あて先】       特許庁長官殿 
【事件の表示】     下記弁理士○○が代理している全ての事件 
【上申をする者】 
  【識別番号】     １０００△△△△△ 
  【弁理士】 
  【氏名又は名称】   ……… 
  【電話番号】     ０００－０００－００００ 
  【電子メール】    ……… 
【上申の内容】 
上記事件の代理人弁理士○○の職場・特許事務所は、 ××年××月××日に発生した

○○地方を震源とする地震によって大きな被害をうけ、弁理士業務に大きな支障を生じる

に至りました。つきましては、上記事件に関して手続をすることにつき、猶予いただけれ

ば幸いに存じます。弁理士業務が正常に戻りましたら遅滞なく連絡いたします。 
【提出物件の目録】 
  【物件名】 被災状況を示す写真  １  追って補充する 
  【物件名】 罹災証明書  １  追って補充する 
 
（注意１）その後の規則改正で書式が変わることがあります。 
（注意２）上申の内容は一例です。 
（注意３）この書式は電子出願ソフトではエラーとなりますので、書面及び郵送（簡易書

留または書留）にて手続をしてください。 
（注意４）後に個別手続を行う際に、手続書面の【その他】の欄に地震等の災害により所

定の期間内に手続ができなかった旨を記載し、被災状況を示す写真、罹災証明書等の証明

書を添付してください。 
なお、上申の際、特定非常災害特別措置法が適用されている場合には、【上申の内容】の

欄に、同法３条３項の規定による申出及び申出の理由を記載し、後に個別手続を行う際に、

手続書面の【その他】の欄に同法３条３項の規定による申出及び申出の理由を記載してく

ださい。この場合、被災状況を示す写真、罹災証明書等の証明書の添付は不要です。 
（注意５）この書式及び（注意４）は平成１８年度前期対庁協議において確認済みです。 
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ファクシミリによる上申書の提出 
地震等の災害で社会インフラ等が機能せず、郵送又はオンラインで上申書を提出できな

い場合に限り、ファクシミリによる提出が認められます。なお、庁内各部署への周知等の

必要がありますので、提出にあたっては、特許庁総務課業務管理班（TEL：０３－３５９

３－０４８７，FAX:０３－３５９３－２３９７）までご連絡下さい。(平成１８年度前期対

庁協議より) 
 

罹災証明書は日本弁理士会（支部を含む）発行のものは認めず 
罹災証明は、地震、台風等の自然災害や火災により住家等が破損した場合に、保険の請

求、税の減免手続、各種救援措置に必要な書面として、市区町村や消防署等の公的機関が

被害の認定基準に基づいて証明するものであり、日本弁理士会（支部も含む）が発行する

罹災証明を同様の証明書として取り扱うことはできません。しかしながら、日本弁理士会

が、被災した会員の被災状況を把握し、その情報を上申書で提供することを拒むものでは

ないようです。(平成１８年度前期対庁協議より) 
 

広域・長時間の停電で、電子通信回線が機能できない場合 
（平成１８年８月１４日(月)に起きた送電線破損による東京都の事例） 

送電線破損等により広域かつ長時間にわたる停電により電気通信回線が機能しない場合

は、特例法第６条第１項に規定する「電気通信回線の故障」に該当します。よって、電子

出願端末の緊急避難用入出力によりＣＤ－Ｒ等の郵送によって特許庁へ手続できます。(平
成１８年度前期対庁協議より) 
 

緊急避難用入出力 

緊急時に電子出願端末の緊急避難用入出力によりＣＤ－Ｒ等の郵送によって特許庁へ手

続することができます。 

（操作手順） 

①電子出願ソフトで手続書類を作成後、ＣＤ－Ｒまたはフレキシブル磁気ディスクを装填

して、電子出願ソフトの「出願」を選択して「ファイル」→「緊急避難用入出力」→「Ｃ

Ｄ－Ｒ出力」「ＦＤ出力」を選択してください。 

②この手続書類のデータを記録したこのＣＤ－Ｒ等を簡易書留または書留で特許庁へ郵送

してください。このＣＤ－Ｒ等につき「ＣＤ－Ｒ入力」または「ＦＤ入力」で、この手続

書類がきちんと記録されているかどうかチェックしてください。 

（注意）停電ではデスクトップパソコンは稼動しませんから、充電機能のあるノートパソ

コンに電子出願ソフトを予めインストールしておくことをお勧めします。また、職場・事

務所にＣＤ－Ｒ等を何枚か常備しておくこともお勧めします。 

（参考文献）詳しいこと及び注意点は、特許庁発行の「パソコン出願ソフト操作マニュア

ル」などの「緊急避難用入出力」の箇所をご覧ください。 
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期限延長を認める通知書 
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新型インフルエンザ流行時の対策 

新型インフルエンザ流行時には、感染者が出た地域で広範囲にわたり人の移動が制限さ

れますので、以下の対策が必要です。 

（１）在宅勤務で可能な業務の検討 

（２）集合形式の会議を避け、テレビ会議・電話会議・ビデオ会議の利用 

  各職場をインターネット回線のテレビ会議で継ぐ 

（３）ラッシュ時の通勤および公共交通機関利用の回避 

（４）自宅からの職場へのパソコン遠隔アクセス 

（５）職場以外の場所（自宅等）からの電子手続の構築 

  回線を整備し電子認証すれば、別場所で電子手続が可能 

（６）期限途過対策 

（ａ）可能な限り早めに手続きをする。 

（ｂ）中間処理など、とりあえずの手続きをとり、出願の延命を図る。 

（ｃ）期限猶予を活用する。 


